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家計急変世帯向け奨学のための給付金制度のご案内 

 

１．制度の概要 

すべての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を軽減す

るため、高校生等がいる低所得世帯に対する、奨学のための給付金の制度がありますが、災害

等により家計が急変し、収入が激減した世帯に対して新たに家計急変世帯向け奨学のための給

付金が支給されます。 

この奨学のための給付金は、返還の必要がありません。 
 

＜家計急変とは＞ 

保護者等が失職等による収入の減などのため、収入状況が急変して高校生等の教育に必要な経費

の支出が困難となった場合を指します。ただし、災害などに起因しない定年退職などの場合は対象

外となります。 

なお、家計急変世帯としての給付金は、下記「２．支給要件」を満たす方が対象となります。 
 
＜奨学のための給付金確認フローチャート＞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
                             ※ 裏面の４をご覧ください。 

 

２．支給要件 

基準日時点で以下の全てに該当する場合、支給対象となります。 

令和３年６月末日までに家計が急変した場合は、令和３年７月１日が基準日となり、令和３

年７月以降に家計が急変した場合は、申請のあった月の翌月（申請日が月の初日であるとき

は、申請のあった月）の１日が基準日となります。 

○ 高等学校等就学支援金、学び直し支援金、専攻科修学支援金 の各支援金の受給資格要件を

満たす者であること。（基準日時点で実際に各支援金を受給していない者も含みます） 

※特別支援学校高等部の生徒の場合、支給対象外 

※児童福祉法による見学旅行費又は特別育成費（母子生活支援施設の高校生等は除く）が

措置されている生徒の場合、支給対象外 

○ 保護者等が茨城県に在住していること。 

※保護者等が茨城県外に在住している場合の申請先などについては、学校事務室へお問い合

わせください。 

○ 家計急変後の保護者等の世帯が、「道府県民税所得割額および市町村民税所得割額が非課税

に相当すると認められる世帯」であること。 

・非課税に相当すると認められる世帯の目安 

保護者等全員の家計急変後の 1年間の年収見込額を推計し、支給対象となるか判断します。 

世帯構成 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

年収見込(目安) 約 204万円以下 約 221万円以下 約 271万円以下 約 321万円以下 

※世帯員数がこの表に該当しない場合は、学校事務室へお問い合わせください。 
 
○ 基準日に在学していること。 

※高校生等が休学している場合の取扱いについては、学校事務室へお問い合わせください。 

○ 高校生等１人につき、支給回数上限に達していないこと。 

※各年度１回（全日制は通算３回、定時制・通信制は通算４回）、学び直し支援金対象者

は、追加で１回（定時制・通信制は追加で最大２回）。専攻科の生徒は、通算最大２回。 

いいえ 

は
い 

① 保護者等全員が、令和３年度の“道府県民税所得割
額及び市町村民税所得割額が非課税”又は“生活保
護受給世帯”である。 

【通常の奨学のための給付金】の対象です。 

令和３年度の税情報または生活保護受給証明書等に
より支給要件を確認します。家計急変の状況が確認で
きる書類を提出する必要はありません。 

②家計急変により収入が激減した。 【家計急変世帯向け奨学のための給付金】の対象です。 
家計急変の収入等の状況が確認できる書類により支

給要件を確認します。その結果、非課税に相当する世
帯と認められれば、給付金の支給対象となります。 

奨学のための給付金の支給対象ではありません。 

いいえ 

は
い 
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３．支給額【高校生等１人あたり】 

① 令和３年７月１日までに家計が急変した世帯の場合（年額） 

         区 分 通信制以外 通信制 

道府県民税所得割額 及び 

市町村民税所得割額 が非課税

に相当すると認められる世帯 

第 1 子 １１０，１００

円 
４８，５００円 

第 2 子以降 
１４１，７００

円 

専攻科に通う生徒 ４８，５００円 

 

② 令和３年７月２日以降に家計が急変した世帯の場合 

上表の年額を１２で除して得た額に、申請があった日の属する月の翌月（申請日が月の初日で

あるときは、その日の属する月）から令和４年３月までの月数を乗じて得た額（端数切捨） 

 ※例…令和 3 年８月１０日に家計が急変した世帯が通信制単価の支給を受ける場合の支給額 
（９月～３月） → ７ヶ月間 …… 48,500 円×７／１２ ＝ 28,291 円 

 

※「（国公立）奨学のための給付金 対象者及び支給額等確認シート」も併せてご確認ください。 

 

４．家計急変の状況を確認するための書類について 

家計急変の状況を確認し、家計急変発生後１年間の年収見込みを推計するため、以下のような

書類の提出が必要です。また、より詳しい状況の確認のため、必要な書類を追加で提出いただく

場合があります。 

① 奨学給付金に係る家計急変状況申出書  

② 家計急変の発生事由を証明する書類 

例…離職票、雇用保険受給資格証、解雇通知書、破産宣告通知書 など 

➂家計急変前及び家計急変後の収入が確認できる書類 

例…市町村の課税証明書（家計急変前）、会社の給与支払見込証明書、税理士又は公認会

計士が作成した事業収支が確認できる書類 など（家計急変後） (参考別添) 

④保護者等の扶養親族の人数，年齢を確認するための書類 

例… 扶養親族分の健康保険証の写し など 

 

５．支給時期の目安 

申請書受付後、２～３か月程度かかる予定です。（審査状況により前後する可能性があります） 

 

６．申請方法 

支給を受けるには、申請の手続きが必要です。申請しなければ給付金は受けられません。申請方

法は、保護者等が在住する都道府県によって異なります。 

2.の支給要件に該当する方は、まずは学校事務室 029-247-6173 へご連絡ください。「茨城

県国公立高等学校等奨学給付金（家計急変）受給申請書」をお渡ししますので、必要書類と一緒に

提出してください。 

 

 

お問い合わせ先：県立水戸南高校 事務室【 029-247-6173 】 

 


